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要約

　利用者側の意識や実態からの二一ズ把握を検討するため、一般市民を対象として「子育ての社会的支援に関す

る意識調査」を実施した。今回の調査では、実際に子育てを行っている乳幼児を持つ一般家庭を対象に行うこと

により、社会的支援サービスを実際に利用する側にたっての意見を集約することを目的とした。

　三鷹市・小平市、葛飾区、川口市の4自治体の協力を得て、1歳6ヶ月と3歳の乳幼児健診で調査票を配布、

後目個別に郵送で返信してもらう方法をとった。調査時期は1998年7．月7日から10月8日までの3ヶ，月間で、

調査票配布数は1997通。回収状況は711通で、回収率は35．6％であった。

　本稿は実態調査の結果の概要報告である。
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1．緒言

1．研究の背景と問題意識

平成10年4月より改正児童福祉法が施行された。児童福

祉法改正の意義はいくつかにまとめられているが、その

中でも児童家庭福祉行政における一つの役割として「子

育て支援」を法の中に規定したことの意義は大きいとい

える。改正を契機として、地域での相談サービスの充実

も図られたこともあり、「子育て支援」という言葉が意

味するものは多様化している。また、児童福祉法改正に

よる保育システムの転換も「子育て支援」のあり様を見

直す契機となった。行政処分による措置入所から、利用

者の選択性をより高めた形での契約制へと転換したこ

とは、「子育て支援」の担い手や供給体制、利用側の意

識等サービスを取り巻く周辺環境に影響を与えている。

従来の措置制度に基づいた公的主体による硬直的なサ

ービス体系・体制が柔軟化・多様化する方向を示したこ

とに加え、十分な情報提供や住民参加も子育て支援サー

ビスを実施するうえで重要な要素であることが明確に

なった。また、社会福祉基礎構造改革でも「利用者主権」

の視点をふまえた提供体制のあり方が基本におかれて

いる。この社会福祉基礎構造改革で提示されている方向

性は、児童福祉法の改正による保育制度改革において、

すでに提示されているものであることが指摘されてい

る［前田，1999］iが、両者に共通している視点の一つが「利

用者の視点」である。

また、平成7年以降各地で策定されている児童育成計画

（地方版エンゼルプラン）においても、保育サービスの

二一ズ把握の方法を、措置要件を中心とした提供側主体

の算出（就労の有無、同居家族の状況など）方式から、

利用者の生活実態（子どもの居場所、就労意向など）に

基づく利用者サイドの視点を軸としたものとして考え

ていくことを促している。現在、緊急保育対策等5か年

事業の項目を中心として特別保育事業の実施に向けて

多くの取り組みがなされているが、延長保育や一時保育

事業も提供サイドの条件を考える前に、利用者の声に応

えて積極的に実施を検討する自治体も見られている。

　しかし、児童育成計画策定に際して例示された需要算

出も、利用者二一ズを反映させた形でダイレクトに事業

実施の優先順位を提示することができないという問題

がある。つまり、定量的手法によって把握した保育二一

ズ（需要）量と、保育事業量決定の間には有機的な関連

性がないということである。「政策的判断」を加えて保

育事業量の決定することとなっているがii、この政策的

判断に至る前に需要の優先順位（強弱）を客観的に示す

ことが望ましいと考えられている［村山，1997］iii。

　Aaltonen（1999〉ivは、先行文献の調査を通して社会福

祉サービスの評価に関する視点を「1．利用者の視点

（Client－perspective）」、「2．組織の視点
（Organization－perspective〉」、「3．目的結果の視点

（Objective－and　result－perspective）」、「4．過程の視点

（Process－perspective）」の四つに分類している。そし

て、それぞれの視点において重視される軸を示している

が、これによると、「L利用者の視点（Client－
perspective）」の場合、利用者の意向や期待が充足され

るかどうかが評価の軸になる。この意味においても、

「利用者の視点」っまり利用者二一ズをどのように定義

し、測定するかはこれからの子育て支援サービス考える

上で検討していく必要があろう。

2．視点・目的

昨年度は児童育成計画策定指針に掲げられた4つの視

点に注目し、今後ふまえるべき事項としての私見を述べ

た。その中の一つである「利用者の視点jに着目しさら

に考察を深めていくことを当面の課題とした。

　そのステップとして、①利用者側の意識や実態から

の二一ズ把握を行い、②利用者の二一ズとは何である

のかを明らかにし（何によって変動するのか）、③子育

て支援サービスにおける社会的関与についての考察、

の三つを設定した。今年度は、①利用者側の意識や実

態からの二一ズ把握を検討するため、一般市民を対象

として「子育ての社会的支援に関する意識調査」を実

施した。今回の調査では、実際に子育てを行っている

乳幼児を持っ一般家庭を対象に行うことにより、社会

的支援サービスを実際に利用する側にたっての意見を

集約するを目的とした。

n．研究方法

L実態調査の概要

　本調査では、健康診査（以下健診）を受けた子どもの

親で、主に子育てをしている方を調査対象とした。ちな

みに調査期間中の三鷹市の健診受診率は、1歳6か月児健

診が82．9％、3歳児健診が80．3％であった。健診は乳幼児

の子育て世帯の8割にアクセスできる可能性があるもの

であるといえる。
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　東京都三鷹市・小平市・葛飾区、埼玉県川口市の4自

治体の協力を得て、1歳6か月および3歳の乳幼児健診会

場で調査票を配布、後日個別に郵送で返信してもらう方

法をとった。ただし、川口市は1歳6か月児健診を民間に

委託しているため、3歳児のみを対象とした。

調査時期は、1998年7月7目から10月8目までの3

か月間で、調査票配布数は、三鷹市451、小平市387、

葛飾区619、川口市540、計1997票。

2．調査項目

　調査票は、大きく分けて保育子育て支援サービスに

かかわる項目と不適切な関わりへの公的機関の介入に

かかわる項目から構成している。詳細は次のと茜りで

ある。

　1）子育てに関する経験、2）相談先、3）交友関係、4）

配偶者の協力度、5〉子育て支援サービスに関する重視

条件、6）育児に関する心配事、7）現在のしつけ方針、

8）親が子どもの時に受けたしっけ、9）しっけ・体罰に

関する意識、10）公的な専門機関による親子分離・調査

に対する意識、11〉児童相談所の立ち入り調査・一般市

民の通告義務に関する認知と意識、12〉自己イメ．一ジ、

13）育児不安尺度（牧野カツコ）v、14）フェースシート

皿．研究結果

　本稿ではまず単純集計結果をもとに全体の傾向を報

告し、次に社会的支援の関与についての考察の一助とす

るために自治体別クロス集計の統計的有意が見られる

結果にふれながら考察検討を行った。

1．回収結果・基本属性

　回収率は自治体によって28．1％から45．2％と差があっ

た。回収した調査票のうち1票が長期別居中により配偶

者に関する設問への回答に不整合があり、分析対象サン

プルからはずしたため、有効票数は合計710票であった。

　本調査のサンプルの特徴として、女性が696（98．O％）で、

そのうち専業主婦が533（75．1％）であり、我が国の特徴で

あるM字型の女子労働力率の全国データを参考にすると、

本調査回答者は専業主婦の割合が全国水準より高い傾

向にあるといえる。

　回答者基本属性は下記のとおりである。

調査回答者基本属性（N＝710）

健診年齢　1歳6か月児健診272（38．3％）3歳児健診425（59．9％）

　　　無回答13（1．8％）

回答者性別　女性696（98，0％）男性3（0．4％）無回答11（L5％）

配偶者（同棲者・パートナーを含む）いる700（98．6％）いない10（1。4％）

年齢　20歳代156（22．O％）30歳代511（72．0％）40歳代23　（3．2％）

　　無回答20（2．8％）

居住年月1か月以内6（0．8％）2～3か月32（4．5％）4～5カ月21（3．0％）

　　　6カ月～1年以内38（5．4％〉1～3年291（41．0％）

　　　4年以上321（45．2％）無回答1（0．1％）

職業　フルタイム（民）51（7．2％）フルタイム（公）28（3．9％）パート（民）54（7．6％）

　ノf一ト（公）1（0．1％〉自営33（4．6％）なし533（75．1％）

　　無回答10（1．4％）

最終学歴　中学卒16（2．3％）高校卒201（28，3％）

　　　高専・専門学校卒176（24．8％）大卒（短大含む）295（41．5％）

　　　大学院卒15（2．1％）無回答7（1．0％）

健康状態健康656（92，4％）継続的に通院中47（6．6％）

　　　無回答7（1．0％）

経済状態　かなり余裕がある　12（1．7％）余裕がある　88（12．4％）

　　　普通367（51．7％）やや苦しい188（26．5％）

　　　かなり苦しい　50（7．0％）無回答　5（0．7％）

2．子どもに関わった経験の有無

　自分の子どもを持つ前の子どもに関わった経験に

ついてみると、「親族知人の乳幼児の世話」についてが

「経験あり」が264（37．2％）で最も高かった。「乳幼児

に直接かかわる仕事（含アルバイト）の経験」は

114（16．1％）、「専門職として関わった経験」は76

（10．7％）で、6割以上の母親にとっては自分の子ども

を出産して初めて乳幼児と直接関わっており、子ども

を持つ前に乳幼児との関わりを持つものは少ないとい

う実態が明らかになった。

3．子育てに関する相談先

家族以外の子育ての相談先では、「保健所・母子保健

センター・保健センター」が45．4％で最も高く、つい

で「病院」の39．7％であった。調査対象となった乳幼

児が1歳6か月、3歳児健診への来者ということであ

ったため、「保育所」や「幼稚園」といった幼児を中心

としたサービス機関は2割程度であった。

　家族や身近な友人が相談相手の中心であることは、各

種調査において報告されているが、乳幼児の場合の身

近な子育て相談先は、「保健所・母子保健センター・保健

センター」や「病院」等の保健・医療機関であり、これらと

の連携をいかに図っていくかが課題の一つとして挙げる
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ことができる。

4．継続的に交流している相手、配偶者の協力について

（1）継続的に交流している関係

最も多いのは「子育てをしている同級生」
556（78．3％）、次いで「子育てをしていない同級生」

366（51．5％）であった。自分の友人関係を中心として日

常的なっきあいをしている様子がわかる。

（2）配偶者（同棲者・パーけ一を含む）の協力について

　配偶者の育児参加にっいては、「積極的によく参加

している」が236（33．7％）と3割程度であったが、「部

分的であるが積極的に参加している」が353（50．4％）で、

合わせると84％強が「積極的である」と回答者（妻、

子どもの母親）に評価されていることがわかる。

　また配偶者とのコミュニケーションについては、最

もよく話す話題として「子どもに関することについて」

を78．4％が挙げており、「悩み事や心配ごとについて」

の39、9％に比べると大変高いことがわかる。しかし、

「よくある」と「時々ある」を合わせた値をみると、「仕

事について」も含めた三項目のいずれも8割が「よく

ある」としており、調査対象者の夫婦間におけるコミ

ュニケーションは頻繁であるといえる。

5．子育て支援サービス選択の条件

ここでは、子育て支援サービスのタイプを「短時間

の託児サービス」、「目常的な託児サービス」、「親子の

遊び場サービス」、「専門的な相談サービス」、「日常的

な相談及び情報入手」の5つに分類し、サービス選択

を行う場合の優先1測立にっいて調査を行った。それぞ

れについての選択条件の優先事項を第三位まで記入す

るという形式をとった。「総合ポイント」は1位項目に

ついて3ポイント、第2位項目については2ポイント、

第3位項目については1ポイントをそれぞれ乗じて算

出した。

まず、全体的な特徴として「短時間の託児サービス」、

「日常的な託児サービス」、「親子の遊び場サービス」、

については「自宅からの近いこと」が最も重視されて

いた。「日常的な託児サービスjでは「専門職員による

対応」も選択条件として15．6％の人が挙げており、短

時間の託児サービスとの重視項目との違いを示してい

る。「親子の遊び場サービス」、「専門的な相談サービ

スj、「日常的な相談及び情報入手」では「基本的に無

料」であることが一番の条件として挙げられているが、

「目常的な相談や情報入手」については、経験豊富な

職員であれば専門資格の有無は問わず、また母親同士

などの互助活動でもよいとの結果が出ている。

　「サービスの内容によっては有料（自分の利用希望

に沿ったものであれば金額の多少は問題ない）」の項目

に注目してみると、短時間、日常的の違いにかかわら

ず、「託児サービス」については、ポイントが151とな

っており、「基本的に無料」の項目に対しても大きなポ

イント差を示してはいない（短時間の託児サービスの

場合は一3ポイント、目常的な託児サービスの場合は12

ポイント）。このことから、サービス利用に対して金銭

的対価を支払うことへの抵抗感はほとんどないと言え

る。一方、「相談サービス」についてみると、「基本的

に無料」が圧倒的に高く、「有料でもよい」との差は

600ポイント以上になっている。つまり、情報提供や

相談といった内容の子育て支援サービスは、金銭的対

価を支払って購入するものではないと考えられている

と言える。

基本的にすべてのサービスにおいて、「無料」、「自

宅から近い」、「都合に合わせて利用できる」の三つが

優先されているが、優先順位の2番目、3番目の選択

傾向をみると、選択決定要因に違いがあることがうか

がわれる。それぞれの選択条件の組み合わせについて

分析を行っていないため、サービスごとの選択条件パ

ターンについて示すことはできないが、上記の「無料」、

「自宅から近い」、「都合に合わせて利用できる」の三

つの条件は子育て支援サービスだけでなく、すべての

生活支援サービスにおいて求められる基本的条件であ

ることから考えると、これら共通条件を排除したとき

に残るものが、個別サービスの潜在的な利用者二一ズ

を説明する項目であると考えられよう。

6．就学前児童への社会的支援サービスのイメージ

　幼稚園と保育所へのイメージなどを中心に、就学前

児童に対する仕会的支援サービスに対する考え方をた

ずねたところ、r実施主体は問わずに選択肢を多く提

示し個人の事情に応じて自由に選択できる体制の整備

が望ましい」という考えには93．5％が肯定意見（そう

思う＋まあそう思う）を持っており、r長時間保育や夜

間保育等の整備」に対しても否定的ではないとする層

が68．4％であった。しかし、「幼稚園と保育所はどち

らも就学前の子どもに対する祉会的支援サービスであ

る」というのは53．1％が肯定している一方、この考え

に対して否定的な層は44．8％であった。これは、「社

会的支援サービス」という言葉が意味しているところ

を共通に理解していないという懸念があるものの、保
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育所と幼稚園を同じ「社会的支援サービス」として扱

うことに対する抵抗感が残っているということがうか

がえる。自由に選択できるサービスの対象は保育所と

幼稚園を合わせたエリアまで拡大していくことが望ま

しいとしながらも、現在の二元サービスの存在に対し

て31．6％が否定的な意見を持っているという結果に

なった。この意識と親の利用経験とは統計的な関係性

を見いだすことはできなかった。

7．子育て相談の必要を感じた時期

子育て相談の必要を感じた時期を、その強さと合わ

せて回答してもらったところ、「大変強く感じた時期」、

「強く感じた時期」ともに「退院後1か月まで」が最

も高く、153（21．5％〉、107（15．1％〉となっている。「1か

月～3か月」がそれに次いで高く、退院後～3か月まで

の間が、毎日の子育てに不安を感じている層が多いと

いうことがわかった。

8．育児に関する心配事

　育児に関する日常の心配ごとについて「よくある」、

「時々ある」、「ほとんどない」、「全くない」の4っで

，回答してもらった。「よくある」の割合が高かったもの

は、「育児やしつけの方法について不安を感じる」・150

（21．1％）、r自分の時間がもてないことに不満を感じ

る」162（22．8％）、「子どもを叱りすぎているように感じ

る」169（23．8％〉の三つであった。この三つはr時々あ

る」の割合も高く、「よくある」と「時々ある」の合計

を見てみると、「育児やしつけの方法について不安を

感じる」は562（79．1％）、「自分の時間がもてないこと

に不満を感じる」526（74．1％）、「子どもを叱りすぎてい

るように感じる」509（71．7％）となっており、7割以上

の回答者が目常の育児において何らかの心配ごとがあ

ることがわかる。

　反対に「全くない」の割合が高いのは「話し相手が

いないくて孤独を感じる」183（25．8％）、とr育児の協

力者がいないことで負担を感じる」144（20．3％）であっ

た。これは先にみた配偶者の育児参加やコミュニケー

ションの頻度からも裏付けられる結果であった。

9．しつけについて

（1）現在のしつけ方針

　「言い聞かせる」ことと、「たたく」ことのバラン

スを中心に、現在のしつけの方針についてたずねた。

回答者と配偶者をそれぞれたずねたが、最も違いが出

たのは「言葉で言って聞かせ、たたくことはまったく

しない」であった。回答者の場合は60（8．5％）であった

のに対し、配偶者の場合は240（34．0％）であった。「な

るべく言葉で言ってきかせるようにしているが、まれ

にたたいてしつけるときもある」は回答者が
460（64．8％）で配偶者の場合は314（44．5％）であった。

「言葉だけでわからないときはたたいてしつけるよう

にしている」は、回答者169（23．8％）、配偶者114（16．2％）

であった。このことからみると、回答者の98％が女性

であったことから、配偶者（父親）の約8割は「どち

らかと言えば言葉中心のしつけをしており、たたくこ　・

とは稀である」のに対し、回答者（母親）の9割近く

が「なるべく言葉で言ってきかせることを基本として

いるが、たたくことも否定しない」という態度を示し

ている層であるいうことがわかった。つまり、これは

目々子どもと接している母親の方が父親よりも「しつ

けの一環」と称して子どもをたたく傾向があるという

ことが言えよう。

　また、大変低い割合ではあるが、たたくことをしつ

けの中心としていると考える層が存在することもわか

った。

（2〉親が子どもの時に受けたしつけとそれへの意識

親からうけたしつけと自分の子どもへのしつけの

関係を明らかにするための資料として、子どもの時に

うけたしつけとそのことに対する感じ方についてたず

ねた。「言葉を中心としたしつけであった」と回答した

層（「時々たたかれたも含む）は、「父親から」の場合

は592（86．1％）、「母親から」の場合は611（87．1％）であ

った。一方、rたたくことが中心としたしつけ」を受け

たと回答したのは、「父親から」34（4．9％）、「母親からj

14（2．o％）であった。

　この過去の親からのしつけに対してどのように感

じているかでは、「子どもの頃も現在も親のしつけ方

に不満はない」が最も高く、「父親から」379（55．1％〉、

「母親から」374（53．3％〉であった。「子どもの頃は親の

しつけ方に不満はあったが現在は理解している」と合

わせると、8割以上が親からのしつけ方に対して理解

を示しているという結果であった。一方、「子どもの頃

も現在も親のしつけ方に不満を感じている」、「子ども

の頃は理解していたが、現在は不満に感じている」と

回答した「親のしつけ方に不満を持っている」層も1

割程度であった。

調査仮説の一つであった、しっけに関する過去の体

験と現在の態度の関係にっいては、父親、母親の両方

において見られたが、特に過去の母親からのしっけを
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r言葉によるしつけだけで、たたかれることはなかっ

た」層で、現在「言葉で言って聞かせ、たたくことは

まったくしない」層は42（13．7％）、「子どもの頃も現

在も親のしっけ方に不満はない」層で現在「言葉で言

って聞かせ、たたくことはまったくしない」とする層

が46（12．5％〉で、他の層と比べて高レ傾向にあること

がわかった（P〈0．001）。

10．体罰と公的介在に関する考え方

　「体罰は子どもの心に傷をっけると思う」という考

えに「はい」が565（79．6％）の回答である一方、「し

つけのためには体罰も仕方がない」「愛情があれば体

罰は行ってもいい」に対しては、「はい」とするものが

それぞれ、334（47．0％）、349（49．2％）となっており、

体罰は子どもの心に傷をつけると思っていながらも、

子どもへの愛情を持ったしつけの一環としてであれば

認容するという考えを持った層が多いことを示してい
る。

　立ち入り調査や親子分離等の公的機関の介入につ

いては95％以上の層が肯定していた。

11．虐待への対応について

（1〉通告義務・立ち入り調査権の認知

　通告義務について、「知っている」162（22．8％）、

「知らない」543（76．5％）、「無回答」5（0．7％）であ

った。立ち入り調査権にっいては、「知っている」230

（32．4％）、「知らない」474（66．8％）、「無回答」6

（0．8％）である。専門機関による権限である立ち入り

調査権より、市民の通告義務が特に知られていないこ

とが明らかになった。

（2）義務・立ち入り調査に対する意識

　さらに、通告義務と立ち入り調査権のそれぞれに対し

て、知っていたかどうかにかかわらず、その必要性につ

いて考えをきいた。

　通告義務に対しては、「他人の子育てについて通告

することは必要でない」9（1．3％）、，「子どもの傷など確

　　　　　　　　　　　　　ナ実な証拠がある場合に限って通告は必要である」303

（42．7％）、「子どもの保護のためには虐待・ネグレクト

が疑わしい時点で通告が必要である」393（55．4％）、「無

回答」5（0．7％）であった。

　立ち入り調査権に対しては、r他人の子育てについて

公的機関が家庭に立ち入ることは必要でない」14
（2。0％）、「子どもの傷など確実な証拠がある場合に限

って必要である」198（27．9％）、「子どもの保護のため

には虐待・ネグレクトが疑わしい時点で立ち入り調査が

必要である」490（69．0％）、「無回答」8（1．1％）であ

った。

　公的機関の立ち入り調査権であるにもかかわらず、疑

わしい時点で必要とする層が7割近くあるのに対して、

市民の通告義務になると5割に減り、確実な証拠が必要

である≧いう層と回答を2分している。

　また、親子分離と家庭亟の調査に関する必要性を身

体的虐待とネグレクトに分けて、「はい」、「いいえ」で

回答してもらったところ、すべて「はい」が9割以上

で肯定的であり、「親が子どもに身体的な虐待を加え

ている場合、公的な機関が家庭を調査することも必要

だ」という質問には「はい」696（98．0％）という高率

であった。

12．自己イメージ

　回答者の自分自身のイメ．一ジにっいてみると、「配

偶者の相手としての自分よりも、子どもの親としての

役割を重視」614（86．5％〉し、「職場よりも家庭での人間

関係を重視」628（88．5％）し、「実家の親との関係よりも

配偶者との関係を重視」556（78．3％）し、「他のことより

も子育てを最優先する」520（73．2％）という結果になっ

た。「職場での人間関係を重視する」のは36（5．1％）に

すぎなかったのは、今回の調査対象は専業主婦の割合

が高いことによろう。

13．育児不安尺度

　項目は牧野カツコによる育児不安尺度を使用した

が、今回は尺度化せず、各項目ごとの割合を集計した。

「よくある」の割合が最も高いのは「子どもをおいて

外出するのは、心配で仕方がないj286（40．3％）であっ

た。子育てに対して否定的な項目を肯定している層

（「よくある」＋「時々ある」）の割合が高いのは「毎

日くたく之に疲れる」82．4％、「子どもをおいて外出す

るのは、心配で仕方がない」鳳9％で、r子どもがわず

らわしくてイライラしてしまう」68．7％、「毎目毎日、

同じことの繰り返ししかしていないと思う」68．6％等で

あった。また、肯定的な項目では「子どもは結構一人

で育っていくものだと思う」78．2％、「育児によって自

分が成長していると感じられる」79．9％であった。

IV．考察

　本稿では紙幅の関係上、実態調査の全体的傾向を報

告した。ここでは分析を深めるための足がかりとして、
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自治体によって実態の相違があった項目を把握し、実

際の事業実施の状況との関係を考えるための基礎的資

料として、自治体別のクロス集計結果について触れな

がら、考察のポイントを提示する。なお、自治体別の

分析については、各項目において自治体名が特定され

ることがないように配慮する必要があったため、順不

同のアルファベットで示してある。

基本属性の中で結果に統計的な有意差が見られた

のは「父親との同居（回答者、配偶者とも）」（P〈0．05）

と、「最終学歴（回答者、配偶者とも）」（Pく0．05）の二

っであった。回答者自身の父親との同居の割合が高い

のはB自治体で1割であった。配偶者の父親との同居

割合はA自治体とD自治体で、この場合は配偶者の親

家族と同居している可能1生が高いことを示している。

このことから、A自治体とD自治体は父親との同居に

ついては同様の傾向を持っているといえる。

最終学歴では回答者、配偶者ともにB自治体が高学

歴の傾向を示している。これらの属性の違いは、子育

て支援サービスの提供方法や内容を検討する際、考慮

する必要があろう。

　「子育てに関する相談先」は、自治体の事業実施状

況や、社会資源の配置によって左右されるものである。

自治体別にみても、いくつかの項目において統計的有

意差が示されている。特に「児童館」については施設

の有無が、また「自治体独自の相談機関」については、

現在の活動の状況に大きく反映される結果となった

（P〈0．001）。特にC自治体では今回の実態調査の対象

であった乳幼児の親子を対象とした独自の子育て支援

サービスを実践しており、その違いが反映される結果

となった。

　またr継続的交流の有無」は、r配偶者の勤務先が

同じ近所の人」において差が見られた（P〈0．01）が、

これはB自治体の社宅の多さが影響していると考えら

れる。子育て期間中の継続的交流がどの範囲であるか

は、サービス選択の基準や二一ズにも影響を与える可

能性があることが示唆できる。

「心配ごとにっいて」と「育児において感じること」

では、いくつかの項目において自治体別に統計的有意

差が見られた。

「心配ごと」では、「育児やしつけの方法に不安を感じ

る」（P〈0．01）、「育児の協力者がいないことで不安に感

じる」（P〈0．001〉、「子どもをたたいてしまいそうで不

安に感じる」（P＜0．05）、「子どもを叱りすぎているよう

に感じる」（P＜0．001）の四つであった。

またr育児において感じること」では、「毎目くた

くたに疲れる」（P〈0．05）、「子どものことでどうしたら

よいかわからなくなる」（P〈O．01〉、「子どもをおいて外

出するのは心配でしかたない」（1）＜0．05）の三つであっ

た。

　ここで注意しなければならないのは、同程度の割合

であってもその背景にある要因は違う可能性があると

いうことである。たとえば、「育児やしつけの方法に不

安を感じる」要因は、情報が少ないための不安になる

場合と、情報がありすぎて自分で取捨選択できないこ

とによる場合があるからである。また「子どもを叱り

すぎているように感じる」や「子どもをたたいてしま

いそうで不安に感じる」も個人的な認識レベルによっ

て左右されることが予想される。

　いずれにしても、自治体ごとに子育て家庭の実態や

その背景にあるものに違いがあるであろうことに留意

しなければならない。祉会的支援の一つとして子育て

相談サービス体制を確立しようとする場合、既存の資

源や事業実施の状況を勘案する必要があるとともに、

サービス提供の拠点をどこにするのかは、自治体ごと

の特徴をふまえて検討していくことになる。実際、本

調査の対象となった自治体の関連施策の実施状況をま

とめたものが下表であるが、取り組みに差があること

がわかる。

A B C D
就学前児童数に対する保

所入所児童数の割合

9．8％ 17．2％ 19．0％ 27．0％

延長保育実施状況 36．8％ 11．1％ 33．3％ 26．5％

一時保育実施状況 5．3％ 0．0％ 9．5％ 0．0％

0歳児童数に対する保育所

歳児入所児童の割合

1．0％ 6．1％ 10．1％ 9．5％

認可外保育施設利用者数 633人 68人 161人 281人
放課後児童クラブの実施

況

8．3％ 15．7％ 17．9％ 18．9％

児童館設置の状況

1，000人あたりカ所数）
0．02 0．00 0．08 0．41

（資料）平成10年度「全国子育てマップ」より作成

人々の意識や考えは、サービス提供状態によって左

右されるものであり、サービス提供があるからこそ、

二一ズも大きくなるものであるとも言える。また、育

児不安や虐待通告などは、サービスが充実すればする

ほど、不安になり、通告件数が多くなる。しかし、そ

の意識が何によって形成されているのか、またその可

能性が高いものが何であるのかを知ることは必要なこ

とであり、サービス提供を考える時には常に利用者の
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視点を踏まえることがいかなるサービスであろうとも

必要なことではないかと考える。

　先に参考にしたサービス評価の4つの視点は、どれ

か一つをとって結論を出せるものではなく、複合的な

検討を行うことによって初めてその結論が出るもので

あろう。サービスによっては利用者の視点よりも組織

の視点の方が優先されることが望ましい場合もある。

しかし、子育て支援サービスは、子育て家庭を文橡と

した対人サービスであり、常に評価は利用者の行動や

意見によって見直されるべきものではないだろうか。

　今後は、子育て支援サービス別に本調査結果を再分

析するとともに、実際の施策・サービスの実施状況を

や利用者の意識をふまえ、選択基準の類型化をうこと

を検討の課題としたい。

　最後に、多忙な業務のなか、実態調査にご協力いた

だいた自治体の児童福祉主管、保健センターの方々、

調査にご回答いただいたすべての皆様に深く感謝申し

あげる。

i前田正子「公立保育園の民営化：その背景と実際」、LDI

REPORT、ライフデザイン研究所、P7、1999，5
並厚生省児童家庭局通知「児童育成計画策定指針について」児発

第634号平成7年6月27日
血村山祐一、『地方版エンゼルプランの問題点と課題』、「地方

版エンゼルプランと私たちの保育」、自治体研究社、1996

重vE．SA飢tonen，“Chent－ohented　qua五㌻y　assessment　wit㎞

municipals㏄ialserviceざ’，IntemationalJo㎜alofS㏄ial

WeL㎞，1999：8，131。142

v牧野カツコ、乳幼児をもつ母親の生活とく育児不安＞、家庭教

育研究所紀要　No3、1982．
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r子育ての社会的支援に関する意識調査」単純集計結果

．Q1健診年齢
％

16か月　　診 272 38．3
3　　　診 425 59．9
」、、、回。 13 1．8

口言 710 100．0

Q2　子どもに関わった経験の有無
る よい ’、、、回。

日ロ

ス
％

ス
％ 1’ ％ 遊’ ％

．門　として乳｛児に関わった
験 76 10．7 628 88．5 6 0．8 710 100．0

親族知人の乳幼児のけ話の経験 264 37．2 441 62．1 5 0．7 710 100．0

乳幼児に　　関わる仕’　験
合バイト 114 16．1 593 83．5 3 0．4 710 100．0

Q3　子育てに関する家族以外の相談先
琵　る 目祓しよい 口言

ヌ
％ ％ ％

保健所・母子健　センター・保
センター 322 45．4 388 54．6 710 100．0

保　一・保 163 23．0 547 77．0 710 ・　　100．0

幼稚 156 22．0 554 78．0 710 100．0

児童 68 9．6 642 90．4 710 100．0

民生　員・児童委員・主任児

8 L1 702 98．9 710 100．0

1童相談月 27 3．8 683 96．2 710 100．0

病院　’ 282 39．7 428 60．3 710 100．0

土△福祉議酉 4 0．6 706 99．4 710 100．0

デパート・スーパーなどの出張
談 61 8．6 649 91．4 710 100．0

児　　企　の電話　談 53 7．5 657 92．5 710 1000
主呆　サークル 63 8．9 647 91．1 710 100．0

庭児童　談室・盲祉事マ… 20 2．8 690 97．2 710 100．0

自治　独自の子　て　而露 47 6．6 663 93．4 710 100．0

ては　る ては　らよい 己百

ス　　　　　％ 邊’ ％ ％

談　で　る　ころがよい 29　　　　4．1 681 95．9 710 100
しよい 96　　　13．5 614 86．5 710 100

Q4　交流をもっている関係
x’1』　り x仇よし 口言

％ ％ ％

子目て　している同汲 556 78．3 154 21．7 710 100．0

子目て　していよい同級 366 51．5 344 48．5 710 100．0

子目て　している耳笏の　人 248 34．9 462 65．1 710 100．0

子目て　していよい職　の　人 210 29．6 500 70．4 710 100．0

配禺　の　　　が同じ近所の’ 122 17．2 588 82．8 710 100．0

’い　の　人 156 22．0 554 78．0 710 1000

％

・によ　参ロしている 236 33．7
n分・であるが　　・に男ロし

いる 353 50．4
珍ロを・めると消　　・であるが

ている 80 11．4
・’

て　ほとんど勇日しない 13 1．9

求めて　全く参加しない 3 0．4

まったく召口せ　、こちらも・
ない 12 1．7

、、“回目 3 0．4

口百 700 100．0

該’配禺　よし 10

口言 710

Q5－1配偶者の育児参加
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Q5－2配偶者とのコミュニケーション
悩み　や

配事に
いて話

子どもに
するこ

につい
曇

仕事のこ
につい
話す

よく　る 279 549 193
％ 39．9 78．4 27．6

々　る
叉

322 136 352
％一 46．0 19．4 50．3

ほ　んどよい
ス

86 8 123
％ 12．3 1．1 17．6

くよい
ス

11 4 27
％ 1．6 0．6 3．9

4、、、回。 2 3 5
％ 0．3 0．4 0．7

口百 700 700 700
％ 100．0 100．0 100．0

Q6子育てサービス選択の条件
短時間の託児サービス

1、 2、 3、 鴻ミロ

ィント

、

％ ％ ス　　　　％

1 宅でII用　る 39 5．5 12 1．7 5 0．7 146

2 まった施訟に通いながら1用　る 14 2．0 9 1．3 4 0．6 64

3 ll用　る施塾が’べる 10 1．4 17 2．4 16 2．3 80

4 白・に無亀斐 32 4．5 18 2．5 22 3．1 154

5
　一　　ス　　　谷こ　つ

10 1．4・ 35 4．9 51 7．2 151

6 土日　　日に1用できる 45 6．3 50 7．0 36 5．1 271 5
7 日にII用できる 20 2．8 58 8．2 55 7．7 231

8 ムにムわせて1用で　る 862 2
9 決められた範囲で必要に応じて回数を設定できる 1　　0．1　　　、4 0．6 6 0．8 17

10 定．的にlj用で　る 1　　0．1　　　5 0．7 4 0．6 17

11 ll用戴の上限はなく可度で　llできる 3　　0．4　　　9 1．3 20 2．8 47
12 自宅から’い 950 1
13 マ　から’い 2　　0．3　　　　2 0．3 、4 0．6 14

14 一・ 　地　に近い 1　　0．1 1 0．1 4
15 から近い 7　　1．0　　　18 2．5 17 2．4 74

16 　門の≧　（保目士、保健婦など）を　する　員
よる　の　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　62 57 8．0 382 3

17 　　の　＿は問わないが経験　　な　員によるも
28

8．7

0

3．9　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　288 4
18 特に　門の職員がおら’、母　同士で話したり

　’・ヂしたり’んだ　で　　　の 0 0．0 0 0 0 0
19 で1用で　る多　の　の 5 0．7 10 1．4 26 37 61

20 少　　　10人　　　の　　による　の 3 0．4 16 23 28 39 69
21 大　　　10　2上　の　　による　の 0
22 ∠　が　　　　　る　の 7 10 10 14 9 13 50

23 公・な　金助　　を受けながら民間団　　で行う
の 4 06 12 17 18 25 54

24 母　同士や近　の人たちによる互助活動によるも
16 2．3 2 0．3 7 1．0 59

25 日企　が’独で‘愚・　愚　る　の 1 01 7 10 9
24 3．4 39 5．5 56 7．9

口口 710 100．0 710 100．0 710 100．0
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1、 2、 ■3、 急口

イント

i　、

％ ％ ％

1 自宅で・il用『る 11 1．5 2 0．3 4 0．6 41

2 決まった施訟に通いながらq用才る 32 4．5 28 3．9 17 2．4 169

3 lj用　る　処が選べる 21 3．0 30 4．2 33 4．6 156

4 白・に無’こ 29 4．1 19 2．7 14 2．0 139

5
　一　　　）　谷こ　つ

14 2．0 34 4．8 41 5．8 151

6 土日　　日にll用できる 26 3．7 27 3．8 38 5．4 170 5
7 購に・lj用できる 6 0．8 9 1．3 17 2．4 53

8 ～ムに合わせて利用できる 灘　・ 69， 9．7 彫雛、 476 3
9 決められた竜弄で必尊に応じて百粥を塾定できる 2 0．3 6 0．8　　　　9　　L3 27

10 定　的にII用できる 14 2．0 13 L8　　　14　　2，0 82

U 利】回’の上艮はなく可度で　司用できる 7 1．0 24 3。4　　　28　　3．9 97

12 自宅から’テい 筋　　　珍．％　霧博甲　　　　－男 1007 1
13 肇　　・から近い 12　　　　　1。7　　　　　　　9　　　　　1．3　　　　　　　10 1．4 64

14 、．．街・，‘・地　に近い 5　　　　　0．7　　　　　　　3　　　　　0．4　　　　　　　3 0．4 24

15 ＼から近い 2．8 129

16 ・．一 のと粥（保門士、保健婦など）を有する職員
よる　の

　32　　4．5　　　　　　　　　　　　　59

618 2
17

之　の　、、一は問わないが経験．・、富な職員によるも

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8，3　　　287 4
18 特に槽門の職員がおらず、母　同士で話したり霞

を’。“したり游んだりで去7　の 0 0．0 0 0．0 4 0．6 4
19 人で畷薯で　る多態の　の 1 0．1 5 0．7 11 1．5 24

20 少　　　10人　　　の　闇による　の 7 1．0 22 3．1 51 7．2 116

21 大人’　10　£上　の　　による　の 1 0．1 4 0．6 5 0．7 16

22 1κ が　主　施する　の 11 1．5 8 1．1 17 2．4 66

23 公・よ　金助垣等を受けながら民間団　　で行う
の 8 1．1 11 1．5 23 ．3．2 69

24 母　同士や近　の人たちによる互助活動によるも
6 0．8 3 0．4 4 0．6 28

25 民日企・が．騒独で‘愚・運愚　る　の 2 0．3 1 0．1 6 0．8 14

29 4．1 44 6．2 58 8．2

ロロ 710 100．0 710 1000 710 100．0

日常的な託児サービス

1、 72ユ 3、 総ロ
ィント

1豆
％

ヌ
％ ス　　　　％

1 宅で1用　る 2 0．3　． 2 0．3 1　　0．1 11

2 まった施誕に通いながら司用　る 43 6．1 24 34 30　　42 207
3 1』用『る　塾が’べる 21 3．0 22 3．1 28　　39 135

4 基　的に無一こ 779 2

5
　一　ス）　谷こ　つ　　’一　　　刀）

6 0．8 12 1．7 14 2．0 56

6 土日　休日にll用で　る 15 2．1 25 3．5 12 1．7 107

7 日に1　できる 1 0．1 2 0．3 1 0．1 8
8 △に△わせて1用で　る 26 3．7 55 7．7 40 5．6 228 4
9 決められた巳　で必　に応じて戴を誕定できる 2 0．3 7 LO 7 1．0 27
10 定．的にlj用できる 19 2．7 31 4．4 34 4．8 153
11 ll用回’の上艮はなく可度で　lj用できる 12 1．7 27 3．8 42 5．9 132
12 自宅から近い 845 1
13 マ　から近い 2 0．3 0 0．0 』0 0．0 6
14 街・　　地』に’丁い 4 0．6 2 03 1 0．1 17
15 から近い 0 0．0 6 0．8 19 2．7 31

16
　門の　　（保円士、保健婦など）を　する職員によ　　の

9 1．3 7 10 10 1．4 51

17

　　　　　　　　　　17

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　49

　　　　　　　　　11

2．4

．5

38 5．4 35

2

　　　　　　　4．9

．9　　　　　　　　　　　　346

　　　　　　3．1

162

18
特にマ・門の職員がおらず、母親同士で話したり日、

を逼“したり游んだりで　　　の 3
19 人でり用で去る形態の　の 15 2．1 85
20 少人’　10人　？、　の　　による　の 23 3．2 43 6．1 228 4
21 大人’　10人£上　の　寸による　の 4 0．6 15 2．1 14 2．0 56
22 而役　が　主　施『る　の 13 1．8 15 21 22 3．1 91

23
11 1．5 12 17 21 3．0 78

24
30 4．2 31 44 20 28 172

25 民日企　が噂独で‘愚・運愚する　の 4 06 6 08 18

無回懲 29 41 42 59 60 8．5

ロロ 710 1000 710 1000 710 100．0

子育て期の親同士で交流しながら親子での遊び等ができるサービス
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専門的な相談

71、 72、　　　　　　73、 急口
イント

、

％ 度一 ％　　　　　　　％

1 宅で剛用　る 7 1．0 7 1．0　　　　8 1．1 43

2 まった施誕に通いながら・朋1’る 12 1．7 12 17　　　　5 07 65

3 1用囎る施設が選べる 10 1．4 16 2，3　　　10 1．4 72

4 崖に無3 660 2

5
　一　　　♪　谷こ　つて　　，　　　）　　一

3 0．4 13 1．8 24 3．4 59

6 日　　日に1　で　る　　　　　・ 19 2．7 41 5．8 38 5．4 177

7 日にll用で去る 12 1．7 26 3．7 29 4．1 117

8 ムにAわせてII用で　る 30 4．2 56 7．9 43 6．1 245 5
9 決められた巳で必　に応じて回’を処定できる 11 1．5 2 0．3 3 0．4 40
to 定　的にIl用で　る 4 0．6 22 3．1 25 3．5 81
11 ll用印の上膠はなく可度で　ll用できる 0 0．0 35 4．9 46 65 116
12 自宅から近い 303 3
13 乖　のから’一い 0 0．0 2 0．3 0 0．0 4
14 ～・ 　地　に近い 0 0．0 0 0．0 0 00 0
15 から’い

129

9　・ 13

8

L8

9

34

16 ・門の罹・　（保日上、保健婦など）を一する職員
よ　　の

0．1

．1

1．3

．9

1163 1
17 老　の　．mは問わないが．、富な職員によるも

70 255 4
18

特に・門の　員がおらず、母　同士で話したり日、
　’闘したり’んだりで　る　の 1 01 0 00 5 07 8

19 で1で　る形　の　の 12 1．7 36 5．1 55 77 163
20 小　　　10　　　　の　　による　の 1 0．1 4 06 3 04 14
21 大　　　10　£上　の．・による　の 0 0．0 1 0．1 0 0．0 2
22 r講　　が　叢　　9向る　σ） 25 3．5 44 6．2 51 72 214

23 公・よ　　助　　を受けよがら民間団　　で行う
の 6 0．8 16 2．3 23 32 73

24 母　同士や近　の人たちによる互助活動によるも
3 0．4 4 0．6 4 0．6 21

25 企　が湖で糸愚・’愚　る　の 2 0．3 4 0．6 3 0．4 17
笹口嫁一、、

39 5．5 59 83 79 U1
ロロ 710 100．0 710 100．0 710 1000

1、 2、　　　　　　　3、 念ロ
。イント

1　、

％
ス ％　　　　　　　％

1 宅で1用　る 43　　6．1 32　　　　　4．5　　　　　　　17　　　　　2．4 210

2 ’L った施銀に通いながらlj用噂る 10　　1．4 6　　　　0．8　　　　　　14　　　　2．0 56

3 lJ用一る施塾が選べる 9　　1．3 16　　　　　2．3　　　　　　　9　　　　　1．3 68

4 白ξに無’： 754 】L

5
　一　ス）　谷こ　つ　　　　　　　刀）

1 0．1 10 1．4　　　　5 0．7 28

6 土日　　日に1用で　る 13 1．8 18 2．5　　　30 4．2 105

7 日に曝用できる 4 0．6 7 1．0　　　　9 1．3 35

8 ムに△わせてll用で　る 41 5．8 52 7．3 276 5
9 決められた　　で必　に応じて回’を塾定で　る 1 0．1 1 0。1　　　　2　　0．3 7
10 定　的にlj用できる U 1．5 24 3．4　　　14　　2，0 95

11 1』用回’の上Fはなく可　で　lj用できる 13 1．8 30 4．2　　　38　　5．4 137

12 自宅から近い 45 6．3 303 4
13 マ　から’い 1 0．1 3
14 ∠一 　　地　に’い 1 0．1 4 0．6　　　　5 0．7 16

15 から㌧い 4 0．6　　　11 1．5 19

16
　門の≧　　（保目士、保健婦など）を　する職員

よる　の 40

4

5．6

．4

4．5　　　34 4．8 218

17
≧　の弓、、．は間わないが経験【富な職員によるも

32

3

40 5．6 415 2
18 特に　門の　員がおらず、母　同士で話したり、

　’・“したり’んだりで　る　の 3．2 21 3．0 139
19 人でljできる多、の　の 20 2．8 35 4．9 44 6．2 174

20 少人　　10　一一こ　の　　による　の 2 0．3 5 0．7 5 0．7 21

21 大人　　10　£上　の　　による　の 1 0．1 2 0．3 4
22 ’　が　　　　　る　の 42 5．9 47 6．6 48 6．8 268

23 公・講　　助　等を受けながら民間団重、で行う
の 25 3．5 21 3．0 83

24 母　同士や近　の人たちによる互助活動によるも
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　34

43 0．6

．4

4．8 40 5．6 360 3
25 企ミがb独で経愚・’、勝’る　の’ 11 1．5 25 3．5 56

48　　6．8　　　79 11．1 108 15．2
。言 710　100．0　　710 100．0 710 100．0

日常的な相談や情報の入手
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　　　　　　　　　　　　　　　山本他：子ども家庭福祉施策の評価に関する考察（2）

Q7就学前児寵の祉会的支援サービスについて

そ2墨） ｝・）そう、呂う あま．2そう思わな そ≧1勘よい 1襲回脊 合計
度 ％ 度数 ％ 度 ％ 1 ％ 度数 ％ 度数 ％

実施主体は問わずサービスの選
」一

歪・や一，と等は望ましい 433 61．0 231 32．5 23 3．2 6 0．8 17 2．4 710 100．0

家庭での育児を妨げるような
ービス犠．蒲には疑護がある 83 11．7 127 17．9 280 39．4 206 29．0 14 2．0 710 100．0

保育園と幼稚園は同じ祉会的支露サービスである

145 20．4 232 32．7 189 26．6 129 18．2 15 2．1 710 100．0

就労（7）丁　に関オ）らず、保育
・幼繭グ）選択肢は広がるべ羨である

495 69．7 157 22．1 31 4．4 13 L8 M 2．0 710 100．0

異なる専門性があるので、保蒲
と幼稚園等二っのサービスが

って　　い 192 27．0 270 38．0 164 23．1 60 85 24 3．4 710 100．0

Q8　子育て相談の必要
人変強く感じた時姫 強く、甦、じヒ時 やつ厨、じこ賭！1

度一一 ％ 度… ％ 度◆’ ％
王．一紳 42 5．9 27 3．8 59 8．3

出産び）こめの入院m 19 2．7 17 2．4 8 豆．1

退院しこ直後 92 重3．0 36 5．1 31 4．4

退院後1ケ月凍で 153 21．5 107 15．1 36 5．1

1ケ月～3ケ月 106 14．9 104 M6 78 110
’1ヶ月～6ヶ月 26 3．7 66 93 66 93
7ケ月～11ケ月 30 4．2 45 6．3 48 6．8

1歳頃 24 3．4 67 9．4 74 10．4
1歳6ケ月頃 39 5．5 60 8．5 49 6．9

2叛，頃 33 4．6 44 6．2 64 9．0

2房、6ケ月頃 20 2．8 37 5．2 43 6．1
3房．曹 39 5．5 28 3．9 71 100
よし 55 7．7 32 4．5 27 3．8
聯、回。1 32 4．5 40 56 56 79
面ロ 710 100．0 710 100．0 710 100．0

Q9心配事について
よく　）る 日々　る ほと存どない …製・

　音．’口口

度… ％ 度… ％ 度 ％

．，よい

％ 1 ％ 度’5 ％
卜事児やしつけの万法について不霊を威じる

！50 21．1 412 58．0 121 17．0 12 1．7 15 2．1 710 100．0

話し11翫がいなくて孤独を感じ 36 5．1 162 22．8 315 444 183 258 14 20 710 1000
育児の　力宕がいないことで負

に感じ7 60 8．5 223 31．4 269 37．9 144 203 14 2．0 710 100．0
皇分の時間がもてないことに不　を　じヌ

162 22．8 364 513 141 19．9 30 42 13 18 710 1000
子どもを頂ける先がないことに…、感じる

111 15．6 215 30．3 272 38．3 99 139 13 1．8 710 1000
外出時に預ける先がないことに・　’感じる

107 15．1 235 33．1 258 36．3 96 135 14 2．0 710 100．0
子どもをたたいてしまいそうで・一　感じる

133 18．7 267 376 205 28．9 90 127 15 21 710 1000
子どもを叱りすぎているように

じ7 169 23．ε 340 47．9 135 19．0 53 75 13 1．8 710 1000

Q10しつけ方の方針
回。一ヨ 配禺’

％ 1数 ％

言葉で言って聞かせ、たたくこ
はまった　しZい 60 8．5 240 34．0

なるべく言葉で言って聞かせる
うにしているが、まれにたた
てしつけるときもある 460 64．8 314 44．5

言葉だけでわからないときはた
いてしっけるようにしている

169 23．8 114 162
なるぺくたたいてしつけるよう

しており、まれに言葉で言っ
開かせるときもある 2 0．3 8 1．1

たたいてしつけをし、言葉で
って聞かせることはまったく
ない 1 0．1 2 0．3

，、、回合 18 2．5 27 3．8

口口6 710 100 705 100
・該当 5

口口・ 7互0
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Q11過去の親からのしつけられ方
父　から 母　か

％ ％

言　によるしつけだけで、たた
れ7やとはオかった 390 56．7 313 44．6

言葉によるしつけがほとんど
　日々たたか　た 202 29．4 298 42．5

言葉によるしつけとたたかれる
とが百じ　　いだった 46 6．7 72 10．3

たたかれることがほとんどで、
々曽　でしつけ　　た 22 3．2 13 L9

たたかれるしつけだけで、言葉
よるしつ1はオかった 12 1．7 1 0．1

∂馳、、回。 16 2．3 5 0．7

口置 688 100．0 702 100．0

該　　　別・死易1 22 8
ロロ 710 710

Q11－1過去の親からのしつけに対する感じ方
父　か 母　か

％ ％

子どもの頃も現　も　のしつけ
に・　はオい 379 55．1 374 53．3

子どもの頃は　のしつけ方に不
があったが　　　は　　して 194 28．2 236 33．6

子どもの頃も、現　も　のしつ
　に・　　、じてい 75 10．9 62 8．8

子どもの頃は理翠していたが、
　・　に、じている 24 3．5 22 3．1

無口 16 2．3 8 1．1

口口 688 100．0 702 100．0

ロスw 　易1・死易1 22 8
ロロ 710 710

Q12子育てに関する考え方
はい いいえ 、m回。 口百

％ ％ ％ ％

つ1のこ　こl　　l　　　～よ
、 334 47．0 364 51．3 12 1．7 710 100．0

愛情があれば体罰は行ってもいい
349 49．2 346 48．7 15 2．1 710 1000

体罰は子どもの心に傷をつけると
思う 565 79．6 130 18．3 15 2．1 710 100．0

親が子どもに身体的な虐待を加え
ている場合、公的な機関が、親子
を一時的に分離することも必要だ 674 94．9 30 4．2 6 0．8 710 100．0

親が子どもに十分な食事をあたえ
なかったり衛生環境が不適切な場
合は公的な機関が、親子を一時的
に分離することも必要だ 680 95．8 25 3．5 5 0．7 710 100．0

親が子どもに身体的な虐待を加
えている場合、公的な機関が家
庭を調査することも必要だ 696 98．0 9 1．3 5 0．7 710 100．0

親が子どもに十分な食事をあた
えなかったり衛生環境が不適切
な場合は公的な機関が家庭を調
査することも必要だ

692 975 12 17 6 08 710 1000
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山本他：子ども家庭福祉施策の評価に関する考察（2）

ス
％

っている 230 32．4

知らない 474 66．8

無回答 6 0．8

合計 710 100．0

Q13児童相談所の立ち入り調査権の認知
％

っている 162 22．8

知らない， 543 76．5

無回答 5 0．7

合計 710 100．0

Q14市民の児童相談所への通告義務の認知

度数 ％

他人の子育てについて公的
関が家庭に立ち入ること
必要でない 14 2．0

子どもの傷など確実な証拠
ある場合に限って必要で
る 198 27．9

子どもの保言のためには1
・ネグレクトが疑わしい
点で立ち入り調査が必要
　ヌ 490 69．0

、，“回。 8 1．1

口口 710 100．0

Q15自己イメージ1
％

子どもの　としての役IIを
614 86．5

配偶　の相手としての役割
48 6．8

“回。 48 6．8

口百 710 100．0

自己イメージ3
％

自分の親（実　）との関係
　　　る 87 12．3

現　の配偶　との関係を重
　る 556 78．3

…回。 67 9．4

口口 710 100．0

Q13－1児童相談所の立ち入り調査権について

度数 ％

他人の子育てについて通告
ることは必要でない

9 1．3

子どもの傷など確実な証拠
ある場合に限って通告は
要である 303 42．7

子どもの保護のためには虐
・ネグレクトが疑わしい
点で通告が必要である 393 55．4

、、“回目 5 0．7

口口
710 100

自己イメージ2
％

職場での人間関係を重見す
36 5．1

628 88．5
、m回。 46 6．5

口日
710 100．0

Q14－1市民の児童相談所への通告義務について

’％

子　て以外を’先する場合
あ 151 21．3

子育てを最優先にする 520 73．2
、“回。 39 5．5

口口
710 100．0

自己イメージ④

よくある 時々ある ほとんどない 全くない 無回答 合計

度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％

毎日くたくたに疲れる 170 23．9 415 58．5 106 14．9 7 1．0 12 1．7 710 100．0

朝、目覚めがさわやかである 88 12．4 315 44．4 263 37．0 32 4．5 12 1．7 710 100．0

考えごとがおっくうでいやになる 59 8．3 311 43．8 281 39．6 43 6．1 16 2．3 710 100．0

毎日はりつめた緊張感がある 68 9．6 238 33．5 330 46．5 60 8．5 14 2．0 710 100．0

生活の中にゆとりを感じる 63 8．9 327 46．1 253 35．6 52 7．3 15 2．1 710 100．0

子どもがわずらわしくて、イライラして
まう 75 10．6 413 58．2 162 228 45 6．3 15 2．1 710 100．0

自分は子どもをうまく育てていると思う
44 6．2 419 59．0 199 28．0 28 3．9 20 2．8 710 100．0

子どものことで、どうしたらよいかわか
なくなることがある 67 9．4 388 54．6 212 29．9 28 3．9 15 2．1 710 100．0

子どもは結構一人で育っていくものだと
う 114 16．1 441 62．1 118 16．6 21 3．0 16 2．3 710 100．0

子どもをおいて外出するのは、心配で仕
がない 286 40．3 246 34．6 135 19．0 25 3．5 18 2．5 710 100．0

自分一人で子どもを育てているとのだと
う圧迫感を感じてしまう 58 82 186 26．2 348 49．0 103 14．5 15 2．1 710 100．0

育児によって自分が成長していると感じ
れる 242 34．1 325 45．8 112 15．8 15 2．1 16 2．3 710 100．0

毎日毎日、同じことの繰り返ししかして
ないと思う 139 19．6 348 49．0 167 23．5 44 6．2 12 1．7 710 100．0

子どもを育てるためにがまんばかりして
ると思う 66 9．3 315 44．4 265 37．3 52 7．3 12 1．7 710 100．0

Q16育児において感じること
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Q17健診に来た子どもの性別
％

子 334 47．0
子 363 51．1

’ら、、回。 13 1．8

口置－ 710 100．0

Q18　回答者性別
％

696 98．0
3 0．4

’働、、回。 11 1．5

口置 710 100．0

Q19　配偶者（同棲者・パートナーを含む）の有無
一　、

％

いる 700 98．6
いよい 10 1．4

口葺 710 100．0

Q20年齢
回。 己禺一

％ ％
　　　　　　’0～24 17 2．4 6 0．9
　　　　　　．5～29， 139 19．6 72 10．3
30～34 342 48．2 267 38．1
35～39、 169 23．8 232 33．1
40～44、 20 2．8 81 11．6
45以 3 0．4 25 3．6
」じ、、回。 20 2．8 17 2．4

　葦
口 710 100．0 700 100．0
該’■ 10

Q21子どもの数
度’ ％

0人 1 0．1

1 265 37．3
2 335 47．2
3人 79 11．1
4人 10 1．4

5 2 0．3

6 2 0．3
、，い回。 16 2．3

口置 710 100．0

Q21－2子どもの出生順位
％

1　目 391 55．1
2　目 230 32．4
3　目 61 8．6

4　目 4 0．6

5　目 2 0．3
’5、、回。 22 3．1

口口 710 100．0

Q22－1現在同居している家族
同居して

いる
％

同居して
ない ％

回答数

己禺 695 97．9 15 2．1 710 100．0

子“ 698 98．3 12 1．7 710 100．0
回答　の父・ 24 3．4 686 96．6 710 100．0
回p髄，の母 31 4．4 679 95．6 710 100．0

己禺’の父見 58 8．2 652 91．8 710 100．0
己禺；一の母’ 66 9．3 644 90．7 710 100．0

その邑 21 3．0 689 97．0 710 100．0
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山本他：子ども家庭福祉施策の評価に関する考察（2）

Q22－2　単身赴任の状況
度’‘ ％

己禺冒ヨの＿身走壬よし 637 91．0
遡一訂丙己禺二。（7）瞬一　　ノ：・壬：）り 27 3．9
∫』 酉己禺眉’が単＝：・壬『1 n 1．6

i・去　分に、一　ヌ：・王経、 0 0．0

王王夕が＿ノ：・郵コ 0 0．0

過去に夫婦ともに’一赴
の径、　り 0 0．0

．無回。 25 3．6

口言 700 100．0

’該’　己禺　よし 10

目言 710

回答」のこ 配禺石の・
度’ ％

ヌ
％

近距離　預かってもらうやとあり

262 37，536 169 24．5997
遠距離　預かってもらう》とあり

61 8．7393 24 3．49345
近距離　預かってもらう｝とあまりなし

93 13，324 187 27．2198
遠距離　預かってもらう｝とあまりなし

276 39，542 296 43．0859
’、、、回答 6 0．8596 11 1．60116
口冨 698 100 687 100

・該当　両・よし 12 13

・該辿　．己禺ヨよし 10

目言 12 23

710 710

Q22－3　居住地と子育てへの協力

Q23　居住期間
％

1か月以・ 6 0．8

2～3か月 32 4．5

4～5か月 21 3．0

6か月～1・三以・ 38 5．4

1年～3一 291 41．0
4年以 321 45．2
無回。 1 0．1

口言 710 100．0

Q24就労状況
回答ハ ，己禺’

度覧… ％ 度’‘ ％

フルタイム　民問 51 7．2 540 77．1
フルタイム　公 28 3．9 52 7．4

パート　民紛 54 7．6 5 0．7

パート　公務 1 0．1 2 0．3

目営 33 4．6 93 13．3
よし 533 75．1 3 0．4

、＿回合 10 1．4 5 0．7

口置 710 100．0 700 100．0

＝該当　配臨一よし 10
口言 710 710

Q25最終学歴
回ぼ 配禺ヨの

度’ ％
ヌ

％

m学卒 16 2．2535 26 3．71429
濤j交卒 201 28．31 187 26．7143
局専・専弓学交卒 176 24，789 91 13
一＼写：1一 295 41，549 351 50．1429
＼学院卒 15 2．1127 44 6．28571

、，、ξ回答 7 0．9859 1 0．14286
合膏 710 100 700 100

三該”　配禺’璽し 10

710
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Q26健康状態
回。 己禺

度 ％ ％
，　一

656 92．4 645 92．1
糸1続・に通院’ 47 6．6 49 7．0
」ら、、回。 7 1．0 6 0．9

口言 710 100．0 700 100．0

該　　己禺　よし 10

710

％
目戸 159 22，394

五 487 68，592
　一月　　， 39 5，493

に　通　よかっこ 24 3．3803
4じ、、回。 1 0．1408

口置 710 100

Q27　回答者の保育所・幼稚園の利用経験

Q28　家庭の経済状態
％

かより、谷が　る 12 1．7

7、谷が　る 88 12．4
日 367 517

古しい 188 26．5
かより古しい 50 7．0
’D、、回。 5 0．7

口置 710 100．0

Q29　自由回答記入の有無
立ち入り調査と
告義務について

子育て支援サービス
の要望

度’ρ ％ ％

記入）り 359 50．6 391 55．1
、，い回。 351 49．4 319 44．9
口實 710 100 710 100
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山本他：子ども家庭福祉施策の評価に関する考察（2）

自治体別クロス集計（3歳児）統計的有意差があったもの

所・母
保健

ン　ー　　●

保育所
育園

幼稚園 児童館 病院

デパー
等の

張相

所

自治体
自の

談機

A 33．1 16．0 28．8 2．5 42．9 9．2 0．0

B 38．0 27．8 17．7 0．0 25．3 1．3 2．5

C 48．6 31．4 15．2 15．2 40．0 1．9 13．3

D 52．6 26．9 25．6 16．2 33．3 9．0 5．1

ロロ 41．4 24．0 22．8 7．8 37．2 5．9 4．7

8　、
＊ ＊ ＊ ＊＊＊ ＊ ＊ ＊＊＊

子育てに関する相　（相談している割合：％）

＊　く　0．05　＊＊　く　0。01　＊＊＊　く　0．001

継続的交流の有無
配偶者の勤務先が同じ近所の友人　　（％）

心配事について
1．育児やしっけの方法に不安を感じる （％）

よくあ
る

時々あ
る

ど　、 全くな
い

合計

A 235 62．3 14．2 0．0 100．0

B 192 64．1 16．7 2．9 100．0

C 26．9 58．7 11．5 5．2 100．0

D 16．9 49．4 28．6 1．7 100．0

口百 223 59．4 16．6 1．7 100．0

3．育児の協力者がいないことで負担に感じる　　（％）

よくあ
る

時々あ
る

ど　、 全くな
い

合計

A 10．5 27．8 37．0 24．7 100．0

B 7．7 21．8 62．8 7．7 100．0

C 8．7 44．2 26．0 21．2 100．0

D 2．6 31．2 40．3 26．0 100．0
。言 8．1 31．4 39．7 20．9 100．O

7．子どもをたたいてしまいそうで不安に感じ　　（％）

よくあ
る

時々あ
る

ど　、 全くな
い

合計

A 28．4 37．7 28．4 5．6 100．0

B 17．9 42．3 28．2 11．5 100．0

C 18．4 43．7 26．2 11．7 100．0

D 10．4 37．7 32．5 19．5 100．0

口口 20．7 40．0 28．6 10．7 100．0

8．子どもを叱りすぎているように感じる程度　　（％）

よくあ
る

時々あ
る

ど　、 全くな
い

合計

A 3．1 64．4 32．5 0．0 100．0

B 7．7 62．8 29．5 0．0 100．0

C 10．7 68．0 21．4 0．0 100．0

D 9．2 67．1 22．4 1．3 100．0

ロロ
7．0 65．5 27．3 0．2 100．0

育児において感じること
1．毎日くたくたに疲れる

（％）

よくあ
る

時々あ
る

ど　、 全くな
い

合計

A 16．0 679 15．4 0．6 100．0

B 38．5 50．0 11．5 0．0 100．0

C 279 60．6 10．6 1．0 100．0

D 27．3 51．9 18．2 2．6 100．0

ロロ 252 599 14．0 1．0 100．0

よくあ
る

時々あ
る

ど　、 全くな
い

合計

A 14．3 66．5 13．7 5．6 100．0

B 17．9 64．1 17．9 0．0 100．0

C 19．2 57．7 20．2 2．9 100．0

D 16．0 56．0 24．0 4．0 100．0

口口－ 16．5 62．0 17．9 3．6 100．0

8．子どものことでどうしたらよいかわからなくなることがある

10．子どもをおいて外出するのは心配でしか臼　（％）

よくあ
る

時々あ
る

ど　、
全くな

い
合計

A 39．4 38．8 18．1 3．8 100．0

B 39．7 29．5 25．6 5．1 100．0

C 35．6 47．5 11．9 5．0 100．0

D 42．1 23．7 30．3 3．9 100．0
。言 39．0 36．4 20．2 4．3 100．0

属性 （％）

回答者父との同居 配禺　父　の同

合計
同居し

い読

同居し
い

同居し
いオ

同居し
い

A 97．5 2．5 87．1 12．9 100．0

B 89．9 10．1 97．5 2．5 100．0

C 96．2 3．8 93．3 6．7 100．0

D 97．4 2．6 85．9 14．1 100．0

口口 95．8 4．2 90．4 9．6 100．0

回答者の最終学歴
（％）

中学卒 高校卒
　　●

門学 大学卒
大学院

卒
合計

A 4．9 35．2 24．1 34．0 1．9 100．0

B 1．3 19．2 28．2 47．4 3．8 100．0

C 1．0 32．0 17．5 48．5 1．0 100．0

D 2．6 34．6 32．1 28．2 2．6 100．0
。言 2．9 31．4 24．7 39．0 2．1 100．0

回答者の最終学歴
（％）

中学卒 高校卒
　　●

門学 大学卒
大学院

卒
合計

A 3．1 31．7 16．8 45．3 3．1 100．0

B 38 12．7 15．2 58．2 10．1 100．0

C 59 24．8 8．9 56．4 4．0 100．0

D 6．5 35．1 15．6 37．7 5．2 100．0

口口 45 270 144 49．0 5．0 100．0
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